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◆企業会計基準委員会が策定した修正版IFRSの公開草案
が近日中にも公表される見込みだ。名称も「修正国際基準」
で落ち着いた。◆修正版IFRSについては新日鐵住金が適
用を検討する考えを示しているものの、その他の企業がど
の程度適用するかは未知数。このため、適用がされない基準

を策定することへの批判があるのも事実だ。◆ただ、修正版IFRSは日
本が考える「あるべきIFRS」を国際的に示すことや、企業会計基準委員
会がガイダンスを作成することで日本企業がIFRSを適用しやすくす
るといった効用はありそうだ。IFRS適用企業が増えるまでの過渡的な
ものかもしれないが、その意義は決して低くはないだろう。 （MIN）
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今 週 の 専 門 用 語

PE帰属所得

超過収益力
　同業者の通常の収益（平均的収益）を上回る収益（超過収益）を稼得することがで
きる企業がもつ無形の財産的価値のこと。企業の伝統、社会的信用などの多様な諸条
件を総合したものであり、いわゆる「営業権」のことである。具体的な評価方法とし
て、企業が将来獲得すると見込まれるキャッシュフローを現在価値に割り引いて算定
する「DCF法」、同業者の利益水準から算定した超過収益額を資本還元率（国債利率
など）で割り戻して算定する「超過収益還元法」が用いられることがある。

自己株式取得
　株式会社が自社の発行する株式を買い入れること。自己株式の取得は、現金による
剰余金の配当と同様、剰余金を原資として株主に現金を渡すことになるため、株主に
対する利益還元策の1つと言える。上場会社株式の場合、自己株式の取得が株式市場
における買手の需要に上積みされる結果、株価を上昇させる効果がある。また、自己
株式取得は、経営陣が「現在の株価は割安である」と考えているというメッセージを
株式市場に対して伝える効果もあり、これも株価を向上させる要因となり得る。

　帰属主義におけるPE帰属所得は、そのPEが本店等から分離・独立した企業であ
ると擬制した場合に得られる所得とされる。PE帰属所得の算定では、PEと本店等
との間の内部取引について、移転価格税制と同様に独立企業間価格による取引が行わ
れたものと擬制して、内部取引損益を認識する。また、PEには本店等から分離・独
立した企業であると擬制した場合に必要とされる程度の資本を配賦し、PEが支払っ
た負債利子総額のうち、配賦資本に比して過剰な部分の損金算入は制限される。
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